
※世帯の状況により、追加で書類の提出をお願いする場合があります。

【申請が必要です】
・「児童手当　額改定認定請求書」に
　　高校生年代の児童※１及び大学生年代の子※２について記入してください。
・「監護相当・生計費負担についての確認書」に
　　大学生年代の子※２の養育状況等について記入してください。

大学生年代の子※２を含めて
養育している児童が３人以上となる

児童手当制度改正に伴う手続きフローチャート

※１　高校生年代の児童　…　平成18年４月２日から平成21年４月１日までに生まれた児童
※２　大学生年代の子　　…　平成14年４月２日から平成18年４月１日までに生まれた児童

　

現在、矢巾町（こども家庭課）から児童手当又は特例給付を受けている

大学生年代の子※２を含めて
養育している児童が３人以上となる

申請は不要です

【申請が必要です】
「児童手当　額改定認定請求書」に
高校生年代の児童※１について記入し
てください。

所得の高い方の勤務先での手続きとなります。
手続き等については勤務先へご確認ください。

児童の父又は母のうち、所得が高い方の住所は矢巾町である

【申請が必要です】
・「児童手当　認定請求書」に必要事項を記入してください。
※大学生年代の子※２を含めて養育している児童が３人以上となる場合は、
「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出も必要です。

児童の父又は母のうち、所得が高い方の職業は公務員である高校生年代の児童※１を養育している

所得が高い方の住所がある
自治体にお問い合わせ下さい
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